
高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドラインの概要

１ 目的１．目的

○ 高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドラインは、宅地建物取引業法（昭和
２７年法律第１７６号）第５０条の２等に基づく取引一任代理等の認可申請等に際して整備すべき組織体
制を示すとともに ヘルスケア施設の取引に際し留意すべき事項を示すことを目的としている制を示すとともに、ヘルスケア施設の取引に際し留意すべき事項を示すことを目的としている。

２．概要

○ 対象施設

サービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホーム
認知症高齢者グル プホ ム

○ ヘルスケア施設の取引に際し留意すべき事項

◇利用者への配慮事項
認知症高齢者グループホーム

※なお、病院については、今後別途検討を行う予定。

○ 適用時期

平成２６年７月１日

･ ヘルスケアリートの仕組みの周知

･ ヘルスケア施設の適切な運営に係る関係法令や通知
等の確認、及び行政指導等への対応確保

平成２６年７月１日
（現にヘルスケア施設を運用対象としている資産運用会

社は平成２６年１０月１日、当該資産運用会社が新たなヘ
ルスケア施設の取得を行う場合はその取得の日）

◇その他

･ オペレータとの信頼関係の構築及び運営状況の把握

･ 情報の収集及び開示

○ 資産運用会社が整備すべき組織体制（認可要件）

次のいずれかにより、ヘルスケア施設の事業特性を十分
に理解している者を配置又は関与させること。
a 一定の経験を有する重要な使用人の配置

○ 取引一任代理等の認可申請等における業務方法書へ
の記載事項

◇利 者 安心感 確保
a． 定の経験を有する重要な使用人の配置
b．外部専門家からの助言
c．投資委員会等への外部専門家の配置 等

◇利用者の安心感の確保

◇ヘルスケア施設の取引等への専門家等の関与方法


